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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年２月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉  

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和元年９月２８日 １２時００分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市白
しら

島北西方沖 

 白島国家石油備蓄基地シーバース灯から真方位３０５°５.５海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０４.４′ 東経１３０°３８.９′） 

事故の概要  押船豊栄
ほうえい

丸は、船首をバージほうえいの船尾に嵌
かん

合し、錨泊して海

砂の採取作業中、ほうえいのバウスラスタ室の船倉から出火した。 

ほうえいは、バウスラスタ室の船倉の左舷側床面等に焼損を生じ

た。 

事故調査の経過  令和元年１０月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 豊栄丸、１５０トン 

   １３４５５７、株式会社千石（Ａ社） 

   ３１.００ｍ×１１.００ｍ×６.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,４７１kＷ（合計）、平成８年４月６ 

日 

Ｂ バージ ほうえい、１,７７２トン 

   なし、Ａ社 

   ８３.８５ｍ×２０.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成８年 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ６９歳 

   四級海技士（航海）（旧就業範囲） 

    免 許 年 月 日 昭和４９年９月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年９月１６日 

    免状有効期間満了日 令和２年９月１５日 

機関長 男性 ６９歳 

   五級海技士（機関）（機関限定） 

    免 許 年 月 日 平成５年７月１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３０年３月２３日 

    免状有効期間満了日 令和５年６月３０日 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ バウスラスタ室の船倉の左舷側床面及び壁面に焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約５.０m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、船首をＢ船の船尾に

嵌合して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、海砂の採

取目的で、令和元年９月２７日１７時００分ごろ白島北西方沖の海砂

採取区域に向け、愛媛県松山市松山港を出港した。 

Ａ船押船列は、２８日０７時１５分ごろ海砂採取区域に着いて錨泊

し、吸引ポンプによる海砂の採取作業を開始した。 

Ａ船押船列は、Ｂ船のバウスラスタ（以下「バウスラスタ」とい

う。）を使用して採取場所を少しずつ移動させながら採取作業を行っ

ていたところ、１２時００分ごろ‘Ｂ船の船首甲板付近にあるバウス

ラスタ室出入口兼甲板倉庫’（以下「バウスラスタ室出入口」とい

う。）及び‘バウスラスタ室中階船首側に設けられた船倉’（以下

「本件船倉」という。）につながる船首甲板上のハッチから白煙が出

だした。 

機関長は、Ｂ船の船首甲板付近で作業を行っていた乗組員から報告

を受けてバウスラスタ室出入口付近に行ったが、同室内が白煙で充満

しており、中に入ることができなかったので発煙場所を確認すること

ができなかった。 

船長は、機関長からの報告を受けてＡ社担当者にバウスラスタ室に

白煙が充満している旨の報告を行ったところ、バウスラスタ用原動機

（以下「本件原動機」という。）のオイルミスト（機関の運転中にク

ランクケース内で発生する霧状となった潤滑油）が出ているかもしれ

ないとの返答を得たので、しばらく様子を見ることにした。 

船長は、白煙が収まらないのでＡ者担当者に報告したところ、注水

するように指示され、雑用海水ポンプを使用してバウスラスタ室付近

に注水を行った。 

Ａ船押船列は、海砂の採取作業を終え、中津
な か つ

港に向かう目的で、１

３時４０分ごろ抜錨し、バウスラスタを使用しながら回頭して航行を

開始したところ、バウスラスタ室から出ていた白煙が黒煙に変わっ

た。 

Ａ船押船列は、船長がＡ社に報告するとともに１１８番通報し、 

海上保安庁の指示に従って１４時２５分ごろ白島北西方沖に錨泊し

た。 

Ａ船押船列は、巡視艇の乗組員の指示によって密閉消火が行われ、

２９日０８時２０分ごろ鎮火が確認された後、関門港田野
た の

浦
うら

区に入港

し、海上保安庁による調査が行われた。 
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Ｂ船は、調査の結果、本件船倉の船尾側中央付近を下方から上方に

貫通している‘本件原動機の排気管’（以下「本件排気管」とい

う。）付近の床面が激しく焼損し、さらに同箇所から左舷側にかけて

の船尾側壁面及び床面が焼損していたほか、本件排気管の貫通部付近

の断熱材部（内側が断熱材、外側がブリキ板）が腐食等で脱落し、 

本件排気管本体が露出した状態となっていた。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船押船列の状況、写真２ 

Ｂ船船首甲板の状況、写真３ 本件船倉の焼損状況 参照） 

 その他の事項 バウスラスタ室は、最下層の船首側にバウスラスタが、船尾側に 

本件原動機が設置されており、本件排気管が本件船倉の船尾側壁面近

くの床面及び上甲板を貫通して外部に出ていた。 

本件船倉は、本事故前、床全面にすのこ
．．．

が敷かれており、本件排気

管の周囲には不要となった段ボール紙、使用済みのウエス及びオイル

フィルタ等が入った袋が置かれ、また、本件排気管の左舷側にはペン

キ缶やグリース缶が置かれていた。 

Ａ船押船列の乗組員は、本件船倉内を貫通する断熱部材で覆われた

本件排気管の表面が熱くなく、また、本件排気管の貫通部付近が腐食

等していることを知らなかったので、日頃から本件排気管に接するよ

うな状態で段ボール紙等を置いていた。 

本件原動機及びバウスラスタは、Ａ船の操舵室で発停又は操作がで

きるようになっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船押船列は、本件船倉を貫通する本件排気管床面付近の断熱部材

が腐食等で脱落して排気管本体が露出した状態で、白島北西方沖にお

いて、錨泊してバウスラスタを使用しながら海砂の採取作業中、段ボ

ール紙等が、本件排気管に接した状態で置かれていたことから、本件

原動機の排気熱によって低温発火し、周囲の可燃物に燃え広がったも

のと考えられる。 

Ａ船押船列の乗組員は、本件船倉内を貫通する断熱部材で覆われた

本件排気管の表面が熱くなかったことから、本件排気管に接するよう

な状態で段ボール紙等を置いていたものと推定される。 

原因 本事故は、Ａ船押船列が、本件船倉を貫通する本件排気管床面付近

の断熱部材が腐食等で脱落して排気管本体が露出した状態で、白島北

西方沖において、錨泊してバウスラスタを使用しながら海砂の採取作

業中、段ボール紙等が、本件排気管に接した状態で置かれていたた

め、本件原動機の排気熱によって低温発火し、周囲の可燃物に燃え広

がったことにより発生したものと考えられる。 
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再発防止策 Ａ社は、本事故後、本件排気管の腐食等によって脱落した断熱部材

の補修を行い、物置禁止区域を明示するとともに、乗組員に対しても

排気管等熱を持つ場所へ可燃物を置かないように周知徹底を図った。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・排気管等熱を持つ場所の近くに可燃物を置かないこと。 

・異常な発煙や出火を認めた際には、速やかに海上保安庁等関係機

関に通報するとともに、作業を中止して初期消火活動を実施する

こと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船押船列の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県 
北九州市 

白島 

事故発生場所 

（令和元年９月２８日 １２時００分ごろ発生） 

白島国家石油備蓄基地 
シーバース灯 

山口県 

本事故発生後に 
錨泊した場所 

関門海峡 

Ｂ船 Ａ船 上甲板上に出た本件排気管 
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写真２ Ｂ船船首甲板の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本件船倉の焼損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バウスラスタ室出入口 
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上甲板上に出た本件排気管 
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断熱材部が腐食等によって 

脱落した箇所 

 

出入口 


